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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
三
年
度
労
働
福
祉
等
実
態
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
資
源
管
理
方
針
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

特
殊
車
両
通
行
許
可
不
要
指
定
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

正

誤

平
成
十
七
年
十
月
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
一
七
九
―
二
）
に
登
載
の
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号
（
大
分
県
立
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
希
少
野
生
動
植
物
を
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

指
定
希
少
野
生
動
植
物

サ
ク
ラ
ソ
ウ
（
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｂ
ｉ
Ｖ
ｉ
日
出

速
見
郡
日
出
町
字
佐
尾
三
千
二
百
四
十
四
番
一
外
二
筆

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北

哲

弥

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

代
表
取
締
役

森

田

俊

作

変
更
後

代
表
取
締
役

北

哲

弥

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
五
月
十
七
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

二

〇

号

六
月
二
十
九
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

月
二
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
労
働
福
祉
等

実
態
統
計
（
県
基
幹
統
計
第
九
号
）
を
作
成
す
る
た
め
、
令
和
三
年
度
大
分
県
労
働
福
祉
等
実
態
調
査
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
事
業
所
に
お
け
る
労
働
条
件
や
労
働
福
祉
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
と
動
向
を
把
握
し
、

今
後
の
労
働
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
の
対
象

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準

産
業
分
類
に
定
め
る
大
分
類
の
う
ち
十
五
大
産
業
（
「
建
設
業
」
、
「
製
造
業
」
、
「
電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
・
水
道
業
」
、
「
情
報
通
信
業
」
、
「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
、
「
卸
売
業
、
小
売
業
」
、
「
金
融

業
、
保
険
業
」
、
「
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」
、
「
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
宿

泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
」
、
「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
、

「
医
療
、
福
祉
」
、
「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
）

に
属
す
る
県
内
の
事
業
所
か
ら
任
意
に
抽
出
し
た
千
事
業
所
を
対
象
と
す
る
。

三

調
査
の
項
目

事
業
所
の
現
況
、
労
働
時
間
、
休
日
休
暇
制
度
、
育
児
・
介
護
休
業
等
制
度
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
・
派
遣
労
働
者
、
登
用
制
度
及
び
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

四

調
査
の
期
日

令
和
三
年
六
月
三
十
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五

調
査
の
方
法

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
て
行
う
。

六

そ
の
他

こ
の
調
査
は
、
大
分
県
統
計
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
調
査
で
あ
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
資
源
管

理
方
針
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
八
中
「
別
紙
一
―
五

す
る
め
い
か
」
を
「
別
紙
一
―
六

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
」
に

改
め
る
。

（
別
紙
一
―
三
）
中
「
特
定
水
産
資
源
の
名
称

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」
を
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型

魚
）
」
に
改
め
、
「
特
定
水
産
資
源
の
定
義

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
別
紙
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
る
。

（
別
紙
一
―
四
）
中
「
特
定
水
産
資
源
の
名
称

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」
を
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型

魚
）
」
に
改
め
、
「
特
定
水
産
資
源
の
定
義

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
別
紙
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
る
。

（
別
紙
一
―
五
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
別
紙
一
―
六
）

第
一

特
定
水
産
資
源

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群

第
二

知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等

大
分
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
区
分

⑴

当
該
知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項

①

水
域

②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
の
採
捕
を
行
う
水
域

②

対
象
と
す
る
漁
業

大
分
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
が
あ
る
者
が
ま
さ
ば
及
び
ご

ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
を
採
捕
す
る
漁
業
（
大
臣
管
理
区
分
に
属
す
る
漁
業
を
除
く
。
以
下
「
ま
さ

ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
」
と
い
う
。
）

③

漁
獲
可
能
期
間

周
年

⑵

漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等

当
該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
、
現
行
の
水
準
以
上
に
漁
獲
量
を
増
加
さ
せ
な
い

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



漁
業
の
種
類

漁
獲
努
力
量
（
単
位：

船
舶
の
隻
数
）

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業

五
、
四
七
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
区
分

現
行
水
準

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
区
分

三
・
七
ト
ン

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業
区
分

六
・
九
ト
ン

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

県
道
大
分
空
港
線

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
大
海
田
三
六
五
六
番
一
地
先

か
ら

国
東
市
武
蔵
町
糸
原
字
藤
ケ
迫
三
五
五
〇
番
地
先
ま

で

令
三
・

七
・

二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

管
理
と
し
、
漁
獲
量
等
の
報
告
期
限
は
、
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
日
ま
で
と

す
る
。

第
三

漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

全
量
を
大
分
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
区
分
に
配
分
す
る
。

第
四

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
事
項

次
の
表
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁

獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努

力
量
の
上
限
は
、
次
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ま
さ
ば
及
び
ご

ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
三
管
理
年
度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次

の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
三
管
理
年
度
（
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

現
行
水
準

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
（
令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
一
及
び
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

三
・
七
ト
ン

第
二

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

六
・
九
ト
ン

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
海
上
コ

ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ

て
最
大
四
十
四
ト
ン
で
あ
り
、
長
さ
の
最
高
限
度
が
十
六
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定

す
る
。令

和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

道
の
上

中
津
市

本
耶
馬

渓
町

落
合

屋
敷

浦
山

八
四
九
番
一
の
一
部
（
標
柱
六
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）
、
八
四
九
番
六
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結

ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
八
五
一
番
一
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七

号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
八
五
一
番
二
、
八
五
四
番
一
の

一
部
（
標
柱
五
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
八
五
六
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
五
八
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号

を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
五
八
番
二
、
八
五
九
番
、
八
六

〇
番
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、

八
六
四
番
、
八
六
五
番
、
八
六
六
番
一
、
八
六
六
番
四
か
ら
八
六
六

番
八
ま
で
、
八
六
七
番
三
の
一
部
（
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順

次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
六
七
番
四
の
一
部
（
標
柱
二
号

と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
六
八
番
か
ら
八
七
〇
番

ま
で
、
八
七
一
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側

の
部
分
）
、
八
七
二
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の

北
側
の
部
分
）
、
八
七
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
九
号
か
ら
二
号
ま
で

を
順
次
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
八
七
五
番
一
の
一
部
（
標
柱

九
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
八
七
六
番
の
一
部

（
標
柱
九
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
八
七
六
番

二
、
八
七
七
番
、
八
七
八
番
、
八
七
八
番
二
か
ら
八
七
八
番
五
ま

で
、
八
七
九
番
一
及
び
八
七
九
番
四

一
〇
七
六
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の

部
分
）
、
一
〇
七
七
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の

北
側
の
部
分
）
、
一
〇
七
八
番
、
一
〇
七
九
番
、
一
〇
八
〇
番
一
の

一
部
（
標
柱
三
号
か
ら
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
一
〇
八
〇
番
二
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次

結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
〇
八
一
番
、
一
〇
八
二
番
、
一
〇

八
三
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
一
〇
八
三
番
二
及
び
一
〇
八
三
番
三

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

着

手

年

月

日

完

了

年

月

日

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）

（
大
池
地
区
）

平
二
九
・

九
・

七

令

三
・

三
・
一
八

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

国
東
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

国
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業

国
東
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
公

告

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

四



（
た
め
池
整
備
）

（
前
田
池
地
区
）

平
三
〇
・

八
・

九

令

二
・
一
二
・
二
三

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

三

下

左
か
ら
一
七

当
該
校
長
と

当
該
校
長
の

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
立
病
院
長

佐

藤

昌

司

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

建
築
物
清
掃
等
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
八
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
武
翔
総
合
管
理

代
表
取
締
役

近

藤

健

東
京
都
練
馬
区
豊
玉
北
四
丁
目
十
一
番
七
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

千
三
百
七
十
五
万
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
八
号

に
該
当

〇
正

誤

平
成
十
七
年
十
月
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
一
七
九
―
二
）
に
登
載
の
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

十
三
号
（
大
分
県
立
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
公
告
・
正
誤
）

五


